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プロポーザル審査結果通知書

　　　　　年　月　日付けで提出された技術提案書の審査をした結果、下記のとおりとなりましたので通知します。
記
１　件名　
２　場所　
３　審査結果
　　貴社の提案を採用します。
　　次の理由により不採用となりました。
　　　理由　
評価得点　　点（最低基準点　　点）
提案者　社中、　番目
４　その他
(１)　提案採用者は、仕様書及び提案書の記載事項を基本に富津市と優先的に交渉（以下「優先交渉権」という。）し、見積書を作成後契約を締結する。
(２)　提案採用者と協議が調わない等見積書を徴することができない場合は、評価得点の高いものから順に協議を行うものする。ただし、評価得点が最低基準点を下回るものを提案採用者とすることはできない。
(３)　優先交渉権は、契約締結結果を富津市ホームページに公表することにより消滅する。
